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渋谷区パートナーシップ証明 取得までの流れ

1. 2.事前相談 来館/電話
（随時。開館日9-17時の間）

にじいろパートナーシップ
法律相談

（第3土曜、要事前予約）

渋谷男女平等・ダイバーシティセンター〈アイリス〉

ひな形／手引
ダウンロード

公正証書
作成

申 請 交 付

相
談
窓
口

合意契約

任意後見契約

渋谷区HP 全国の公証役場 渋谷区役所
住民戸籍課窓口

渋谷区役所
住民戸籍課窓口

〈区が求める契約〉

約1週間

審査

公証役場一覧

渋谷区では、平成２７年４月１日から施行された「渋谷区男女平等及び多様性

を尊重する社会を推進する条例」により、性的少数者に対する社会的な偏見及び差

別をなくし、性的少数者が個人として尊重されること等の「性的少数者の人権を尊重

する社会」を推進しています。

パートナーシップ証明は、上記の理念に基づき、法律上の婚姻とは異なるものとして、

男女の婚姻関係と異ならない程度の実質を備える戸籍上の性別が同一である二者

間の社会生活関係を「パートナーシップ」と定義し、区長が一定の条件を満たしたもの

について、パートナーの関係であることを証明し、パートナーシップ証明書を発行するも

のです。

1 渋谷区パートナーシップ証明とは
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申 請

内容確認（審査）

証明書の発行

区役所住民戸籍課窓口（区役所本庁舎３階 暮らしの手続きのフロア）

で受け付けます。

月～金曜日（祝日、年末年始を除く） 午前８時３０分～午後５時

区長は、申請の際に提出された書類について、パートナーシップ証明書を交付す

る要件を備えているかどうかの確認（審査）をします。

申請を受付けたときにお渡しした「受付票兼証明書交付引換証」に受取り可能

な日が記載されています。その日以降に住民戸籍課窓口にお越しのうえ、証明書

を受け取ってください。

申請から証明書の発行までに要する時間は、約1週間です。
パートナーシップ証明に記載される「証明日」は申請日より後の日付になります。

⚫ 確認（審査）終了までに３日間程度かかります（書類に不備がある場合等

を除く）。

⚫ 申請を受付けた後でも、事実関係を調査する必要があると認められる場合に

は、質問をしたり、文書等の提示を求めたりする場合があります。

⚫ 申請される方本人が、二人でお越しください。本人以外の方の申請、一人だけ

での申請は受付けません。また、郵送等での申請は受付けていません。申請の

際に提出いただく書類については、７ページをご覧ください。

⚫ 申請を受付けたときに「受付票兼証明書交付引換証」をお渡しします。

⚫ 窓口でパートナーシップ証明書の申請であることを伝えていただき、別室での対

応をご希望の場合はお申し出ください。

⚫ 証明手数料として、３００円の手数料がかかります。

⚫ 証明書は１通のみの発行となります。紛失、き損等の事情がある場合を除き、

再発行できませんので、大切に保管してください。

2 パートナーシップ証明書発行までの流れ
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Q 男女間には、パートナーシップ証明は発行されますか？

双方が次のすべてに該当することが必要です。

⚫ 渋谷区に居住し、かつ、住民登録があること。

（※申請時において二人の住所は別でもかまいませんが、双方が渋谷区に居住し、

住民登録をしていることが必要です。）

⚫ ２０歳以上であること。

⚫ 配偶者がいないこと及び相手方当事者以外のパートナーがいないこと。

⚫ 近親者でないこと。

パートナーシップ証明申請 Q&A

A 渋谷区のパートナーシップ証明は、戸籍上の性別が同一である二者間の社会生活が

男女の婚姻関係と異ならない程度の実質を備えていると区長が認めた場合に、証明

書を発行するものです。従って男女間のパートナーシップ証明はできません。

Q 近親者とは、どの範囲のことをいいますか？

A ここでいう近親者とは、民法第７３４条から第７３６条までの規定により婚姻をする

ことができない者の間をいいます。

具体的には、

● 近親者間

直系血族または三親等内の傍系血族間。ただし、養子と養方の傍系血族と

の間を除きます。

● 直系姻族間

● 養親子等の間

ただし、養子と養親との間では、養親子関係が終了した場合については、パー

トナーシップ証明を申請できる人の対象となります。

Q パートナーシップ証明書は日本語のみの発行ですか？

A はい。日本語のみです。この手引きの最後にある証明書の英訳をご覧ください。

3 パートナーシップ証明を申請できる人
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区長は、次の（１）、（２）の公正証書を確認し、パートナーシップであることを証明

します。申請に当たっては、これらの公正証書の正本又は謄本をあらかじめご用意くださ

い。

ただし、特例適用（☆下記参照）の場合は（３）の公正証書の確認となります。

（※公正証書は、法律の専門家である公証人が公証人法・民法などの法律に従って作成す

る公文書です。なお、公正証書作成には一定の手数料がかかります。詳しくは、公証役

場にお問合せください。）

（１）当事者双方が、相互に相手方当事者を任意後見契約に関する法律第２条第３号に

規定する任意後見受任者の一人とする任意後見契約に係る公正証書を作成し、か

つ、登記を行っていること。

（２）共同生活を営むに当たり、当事者間において、次の事項についての合意契約が公

正証書により交わされていること。

・両当事者が愛情と信頼に基づく真摯な関係であること。

・両当事者が同居し、共同生活において互いに責任を持って協力し、及びその共

同生活に必要な費用を分担する義務を負うこと。

☆特例適用

次の①～④に該当する場合には、任意後見契約に係る公正証書による確認に代えて、

（３）の合意契約公正証書を確認し、パートナーシップであることを証明することがで

きるものとしています。

① 相手方当事者以外の者を任意後見受任者とする任意後見契約を締結し、又は

締結しようとしており、相手方当事者がこれに合意しているとき。

② 性別の取扱いの変更の審判を受ける前の性同一性障害者で、性別の取扱いの

変更の審判を受けた後、婚姻することを両当事者間で合意しているとき。

③ 生活又は財産の形成過程であり、任意後見受任者に委託する事務の代理権の

範囲を特定することが困難であるとき。

④ ①～③のほか、区長が合理的な理由があると認めるとき。

4 パートナーシップの証明方法
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（例：性同一性障害者で、従前、他方当事者と婚姻していたが、性別の取扱いの変

更の審判を受けるため、これを解消しており、性別の取扱いの変更の審判を受けた後、

現在も引続き同居しているとき）

（３）共同生活を営むに当たり、当事者間において、次の事項についての合意契約が公正

証書により交わされていること。

⚫ 両当事者が愛情と信頼に基づく真摯な関係であること。

⚫ 両当事者が同居し、共同生活において互いに責任を持って協力し、及びその共

同生活に必要な費用を分担する義務を負うこと。

⚫ 前ページの①～④のいずれかに該当すること。

⚫ 当事者の一方の身体能力又は判断能力が低下したときは、相手方当事者は、

当該人の生活、療養看護及び財産の管理に関する事務を可能な限り援助し、

当該人の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に配慮すること。

⚫ 当事者間で必要が生じたときは、速やかに任意後見契約に係る公正証書を作成

すること。

Q 公正証書はどこで作成してもらえますか？

公正証書 Q&A

A 公正証書は、全国どこの公証役場でも作成してもらえます。渋谷区のパートナーシップ

証明に必要な公正証書の作成を依頼してください。なお、公正証書作成には一定の

手数料がかかります。

Q ４（２）又は（３）の「共同生活を営むに当たり当事者間における合意契約」に、区が

指定した項目以外の項目が書かれていた場合、パートナーシップ証明に必要な公正証書

として認められますか？

A ４（２）又は（３）の項目は、パートナー証明をする上での必須項目となります。

これ以外に当事者間で契約したい事項がある場合には、自由に明記していただいてか

まいません。

Q 公正証書は日本語のみで作成されますか？

A はい。公証人は日本語以外の言語で公正証書を作成できないため、公正証書は日

本語のみで作成されます。

Q 他国でパートナーと合法的に結婚している場合、公正証書の作成は必要ですか？

A はい。他国で合法的に結婚している場合でも、公正証書の作成が必要です。
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申請書は、受付窓口で記入していただきます。次の書類を用意して、申請される方本人が、

お２人で住民戸籍課窓口にお越しください。

① 申請者それぞれの戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書

⇒３か月以内に発行されたものをご用意ください。なお、戸籍謄本又は戸籍全部事項証

明書の取得方法については、本籍地のある区市町村にお問い合わせください。

⇒外国人の方は、配偶者がいないこと又は他の者とのパートナーシップがない旨の宣誓供

述書を申請時に記入、提出していただきます。

② 公正証書の正本又は謄本（Ｐ５～６参照）

原則として、

（１）任意後見契約の公正証書

（２）合意契約公正証書

両方の正本又は謄本が必要となります。

ただし、特例適用の場合は、

（３）合意契約公正証書 の正本又は謄本が必要です。

※ 正本又は謄本は、原本の還付申請ができます。還付申請を希望する場合には、

窓口でお申し出ください。

なお、申請の際は、申請書裏面の「留意事項」を確認の上、申請をしていただきます。留意

事項は１０ページに掲載していますので、申請前に確認してください。

公正証書作成については、「渋谷区パートナーシップ証明 任意後見契約・合意契約公正証

書作成の手引き」をご参照ください。

～ 本人確認を行っています ～

申請及び証明書の受取りの際には申請人それぞれの本人確認を行っています。

以下の書類（いずれか１点）を提示してください。

運転免許証、パスポート、写真付きの住民基本台帳カード、マイナンバー

カード、在留カード又は特別永住者証明書（外国人登録証明書）など

※ 写真付きの本人確認書類をお持ちでない場合は、健康保険証と年金手帳

など、本人確認書類を複数点確認します。

5 申請に必要なもの
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証明書の発行は、申請を受付けてから1週間程度かかります。なお、受取は申請場所での受

取のみとなります（郵送等は行っていません）。

受取は、申請された方のうちどちらかおひとりの来庁でかまいません。受取の際には、本人を確

認できる書類（７ページ参照）を提示してください。

パートナーシップ証明書は１通のみの発行となります。証明書の紛失、き損等の事情がある場

合を除き、再発行はできませんので、証明書は大切に保管してください。

３００円です。証明書受取りの際に納入してください。

（１）パートナーシップ証明書の交付を受けた後、次の事情が発生したときは、必ず届出を行

い、パートナーシップ証明書を返還してください。なお、証明書を返還した後、「パートナー

シップ証明を申請できる人の要件」（４ページ参照）を満たしている場合には、新たに

パートナーシップ証明を申請することができます。

・ 渋谷区外へ転出したとき

⇒区長に渋谷区パートナーシップ証明書返還届を提出し、証明書を返還してください。

※ 当事者一方のみの転出でも届出は必要となります。ただし、当事者の一方が転

勤又は親族の疾病その他のやむを得ない事情により、一時的に渋谷区から他区

市町村へ住所を異動する場合は、届出は必要ありません。

※ 渋谷区内で転居した場合は、届出は必要ありません。

・ 当事者が死亡したとき

⇒区長に渋谷区パートナーシップ証明書返還届を提出し、証明書を返還してください。

6 証明書の発行

7 証明手数料

8 その他
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・ 当事者がパートナーシップを解消したとき

⇒区長にパートナーシップ解消届を提出し、証明書を返還してください。

解消届は、当事者の一方のみの届出で受付けますが、届出をした人は、相手の

方に渋谷区（区長）に届を提出したことを必ず通知するようにしてください。

（２）虚偽その他の不正な方法により証明書の交付を受けたことが判明したとき、又は交付を

受けた証明書を不正に使用したことが判明したときは、証明は取り消されます。証明を取り

消された場合は、交付を受けたパートナーシップ証明書を返還していただきます。

（３）交付を受けたパートナーシップ証明書を紛失、き損等した場合は、証明書の再交付を申

請することができます。

（４）パートナーシップ証明書の交付を受けていることを、他の機関等に証明書類として提出す

る必要があるときは、渋谷区パートナーシップ証明書交付済証明書（１通３００円）に

より証明します。

この証明書が必要な場合は、渋谷区パートナーシップ証明書交付済証明願を提出してい

ただくことになります。
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（ 参 考 ）

＜パートナーシップ証明申請に当たっての留意事項＞

下記の事項をご留意の上、渋谷区パートナーシップ証明書交付申請書を提出してください。

1. 証明書の交付を受けたときは、渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条

例の趣旨に従い当該証明書を使用してください。

2. 虚偽その他の不正な方法により証明書の交付を受けたことが判明したとき、又は交付を受け

た証明書を不正に使用したことが判明したときは、区長は、当該証明を取り消すことがありま

す。

3. 渋谷区から転出したときは、渋谷区パートナーシップ証明書返還届を提出してください。ただ

し、当事者の一方が、転勤又は親族の疾病その他のやむを得ない事情により、一時的に渋

谷区から他区市町村へ住所を異動する場合を除きます。

4. パートナーシップが解消された場合には、渋谷区パートナーシップ解消届を提出してください。

解消届はいずれか一方のみの届出で可としますが、その場合は、相手に解消届を提出した

旨を自ら通知してください。

5. 上記３又は４の届出をしたときは、速やかに証明書を区長に返還してください。

6. パートナーシップ証明書に記載される「証明日」は、申請日より後の日付になります。
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（定義）

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義

は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

（１）～（６） 省略

（７）性的少数者 同性愛者、両性愛者及び無性愛者

である者並びに性同一性障害を含め性別違和がある者を

いう。

（８）パートナーシップ 男女の婚姻関係と異ならない程

度の実質を備える戸籍上の性別が同一である二者間の社

会生活関係をいう。

（性的少数者の人権の尊重）

第4条 区は、次に掲げる事項が実現し、かつ、維持される

ように、性的少数者の人権を尊重する社会を推進する。

（１）性的少数者に対する社会的な偏見及び差別をな

くし、性的少数者が、個人として尊重されること。

（２）性的少数者が、社会的偏見及び差別意識にとら

われることなく、その個性と能力を十分に発揮し、自らの意

思と責任により多様な生き方を選択できること。

（３）学校教育、生涯学習その他の教育の場において、

性的少数者に対する理解を深め、当事者に対する具体的

な対応を行うなどの取組がされること。

（４）国際社会及び国内における性的少数者に対する

理解を深めるための取組を積極的に理解し、推進すること。

（区が行うパートナーシップ証明）

第１０条 区長は、第４条に規定する理念に基づき、公

序良俗に反しない限りにおいて、パートナーシップに関する

証明（以下「パートナーシップ証明」という。）をすることが

できる。

２ 区長は、前項のパートナーシップ証明を行う場合は、次

の各号に掲げる事項を確認するものとする。ただし、区長が

特に理由があると認めるときは、この限りでない。

（１）当事者双方が、相互に相手方当事者を任意後見

契約に関する法律（平成１１年法律第１５０号）第

２条第３号に規定する任意後見受任者の一人とする任

意後見契約に係る公正証書を作成し、かつ、登記を行って

いること。

（２）共同生活を営むに当たり、当事者間において、区

規則で定める事項についての合意契約が公正証書により

交わされていること。

３ 前項に定めるもののほか、パートナーシップ証明の申請

手続その他必要な事項は、区規則で定める。

第１１条 区民及び事業者は、その社会活動の中で、区

が行うパートナーシップ証明を最大限配慮しなければならな

い。

２ 区内の公共的団体等の事業所及び事務所は、業務

の遂行に当たっては、区が行うパートナーシップ証明を十分

に尊重し、公平かつ適切な対応をしなければならない。

＜参考条例及び規則（抜粋）＞

渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例
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第３条 パートナーシップ証明を受けることができる者は、両

当事者が次に掲げる要件を満たしている者とする。

（１）渋谷区に居住し、かつ、住民登録があること。

（２）２０歳以上であること。

（３）配偶者がいないこと及び相手方当事者以外の者と

のパートナーシップがないこと。

（４）近親者でないこと。

（合意契約に係る公正証書）

第４条 条例第１０条第２項第２号の規定による合意

契約に係る公正証書には、次に掲げる事項が明記されてい

るものとする。

（１）両当事者が愛情と信頼に基づく真摯な関係である

こと。

（２）両当事者が同居し、共同生活において互いに責任

を持って協力し、及びその共同生活に必要な費用を分担す

る義務を負うこと。

（確認に関する特例）

第５条 条例第１０条第２項ただし書に規定する区長が

特に理由があると認めるときは、当事者の一方又は双方が、

次の各号のいずれかに該当するときとする。

（１）相手方当事者以外の者を任意後見契約に関する

法律（平成１１年法律第１５０号）第２条第３号に

規定する任意後見受任者とする任意後見契約を締結し、

又は締結しようとしており、かつ、相手方当事者がこれに合

意しているとき。

（２）性同一性障害者の性別の取扱いの特例に関する

法律（平成１５年法律第１１１号）第３条に規定す

る性別の取扱いの変更の審判を受ける前の性同一性障害

者で、性別の取扱いの変更の審判を受けた後、婚姻するこ

とを当事者間で合意しているとき。

（３）生活又は財産の形成過程であり、任意後見受任

者に委託する事務の代理権の範囲を特定することが困難で

あるとき。

（４）前３号に掲げるもののほか、区長が合理的な理由

があると認めるとき。

２ 区長は、条例第１０条第２項第２号の規定による合

意契約に係る公正証書に、前条各号の事項及び前項各

号のうちいずれかの理由と併せて、次に掲げる事項が明記さ

れていることを確認したときは、条例第１０条第２項第１

号に規定する任意後見契約に係る公正証書の作成及び

登記の確認を行わないものとする。

（１）当事者の一方の身体能力又は判断能力が低下し

たときは、相手方当事者は、当該人の生活、療養看護及

び財産の管理に関する事務を可能な限り援助し、当該人

の意思を尊重し、かつ、その心身の状態及び生活の状況に

配慮すること。

（２）当事者間で必要が生じたときは、速やかに任意後

見契約に係る公正証書を作成すること。

（パートナーシップ証明の申請等）

第６条 パートナーシップ証明を受けようとする両当事者

（以下「申請者」という。）は、渋谷区パートナーシップ証

明書交付申請書（別記第１号様式）に次に掲げる書類

を添付し、双方同時に出頭して区長に申請（以下「証明

申請」という。）しなければならない。

（１）申請者の戸籍謄本又は戸籍全部事項証明書

（日本の国籍を有しない者にあっては、第３条に定める要

件を満たすことを証する書類として、区長が認めるもの）

（２）条例第１０条第２項第１号に規定する任意後

見契約に係る公正証書及び同項第２号の規定による合

意契約に係る公正証書の正本又は謄本（前条第１項各

号に該当するときを除く。）

（３）前条第２項に規定する合意契約に係る公正証書

の正本又は謄本（同条第１項各号に該当するときに限

る。）

２ 申請者は、区長に対し、前項第２号及び第３号に規

定する正本又は謄本の原本還付申請をすることができる。

渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例施行規則
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（パートナーシップ証明書の交付等）

第７条 区長は、証明申請があったときは、前条第１項各

号に規定する書類を確認の上、申請者に対して、渋谷区

パートナーシップ証明書（別記第２号様式。以下「証明

書」という。）を交付するものとする。

２ 区長は、証明申請の際に事実関係を調査する必要が

あると認める場合には、当該申請者に対し、質問し、又は

文書等の提出を求めることができる。

３ 区長は、申請者が前項に規定する調査に応じない場

合には、証明書を交付しないことができる。

（証明書の再交付）

第８条 証明書の交付を受けた者が、当該証明書の紛失、

毀損等の事情により証明書の再交付を希望するときは、渋

谷区パートナーシップ証明書再交付申請書（別記第３号

様式）に、証明書の交付を受けた者双方の戸籍謄本又

は戸籍全部事項証明書（日本の国籍を有しない者にあっ

ては、第３条に定める要件を満たすことを証する書類として、

区長が認めるもの）を添付して、区長に申請することができ

る。

２ 前項に規定する再交付申請により交付する渋谷区

パートナーシップ証明書（以下次条において「再交付証明

書」という。）は、別記第４号様式によるものとする。

（パートナーシップ証明の取消し等）

第９条 区長は、申請者が虚偽その他の不正な方法によ

り証明書（再交付証明書を含む。以下同じ。）の交付を

受けたことが判明したとき、又は交付を受けた証明書を不

正に使用したことが判明したときは、当該証明を取り消すも

のとする。

２ 前項の規定により証明を取り消された者は、直ちに当

該証明書を区長に返還しなければならない。

（証明書の交付を受けた者の義務）

第１０条 証明書の交付を受けた者は、条例の趣旨に従

い当該証明書を使用しなければならない。

２ 証明書の交付を受けた当事者の一方又は双方が、次

の各号のいずれかに該当するときは、渋谷区パートナーシッ

プ証明書返還届（別記第５号様式）により、区長に届け

出なければならない。

（１）渋谷区から転出したとき。ただし、当事者の一方が、

転勤又は親族の疾病その他のやむを得ない事情により、一

時的に渋谷区から他区市町村へ住所を異動する場合は、

この限りでない。

（２）死亡したとき。

３ パートナーシップが解消された場合には、証明書の交付

を受けた当事者の一方又は双方は、渋谷区パートナーシッ

プ解消届（別記第６号様式）により、区長に届け出なけ

ればならない。

４ 前２項の規定による届出をした者は、速やかに証明書

を区長に返還しなければならない。

（証明書の交付証明）

第１１条 区長は、証明書の交付を受けた者から、渋谷

区パートナーシップ証明書交付済証明願（別記第７号様

式）により、当該証明書の交付を受けていることの証明を

求められたときは、渋谷区パートナーシップ証明書交付済

証明書（別記第８号様式）を交付するものとする。
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発行

渋谷男女平等・ダイバーシティセンター＜アイリス＞ ☎ 03-3464-3395

渋谷区桜丘町23-21 渋谷区文化総合センター大和田8階
https://www.city.shibuya.tokyo.jp/shisetsu/bunka/oowada/iris.html

2020年.4月 改訂

• 取得に関する相談・・・アイリス 火～土曜 9時~17時（祝日の翌日、年末年始を除く）

• 司法書士による公正証書作成等の相談・・・

性的少数者のための にじいろパートナーシップ法律相談 第3土曜 13時～16時 事前予約制

パートナーシップ証明に必要な公正証書やライフプランの疑問など ひとり（1組）45分

問合せ・予約 03-3464-3395パートナーシップ証明に関する相談窓口

相談及び苦情への対応

条例及び区が実施する男女平等と多様性を尊重する社会を推進する

施策に関しての相談または苦情の申し立てはアイリスで受けつけます。

その他LGBT支援の取り組み

• 性的少数者のための にじいろ電話相談 第2,4土曜 13時~16時 当日電話 03-3464-3401

人間関係、職場や学校の困りごとなど本人や家族が抱えるモヤモヤについて ひとり30分

• LGBTコミュニティスペース #渋谷にかける虹

毎月1回さまざまなテーマでおしゃべり会を開催しています。

Twitter ＠shibuya_niji ホームページ https://shibuya-niji.jp

Facebook shibuya_niji

• 「しぶやレインボー宣言」POP

LGBTが安心して暮らし、働ける社会づくり推進のため、理解と支援の輪を可視化・拡大することを目的に、

条件を満たしたLGBTアライ宣言を行う区内企業・事業所・店舗に対してPOPを交付しています。

「渋谷区男女平等及び多様性を尊重する社会を推進する条例」小冊子

パートナーシップ証明が制度として盛り込まれている条例を詳しく紹介している小冊子です。

https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kusei/shisaku/jourei/lgbt.html

• 渋谷区パートナーシップ証明【概要版】

• 渋谷区パートナーシップ証明発行の手引き

• 渋谷区パートナーシップ証明 任意後見契約・合意契約公正証書作成の手引き

• パートナーシップ証明についてのよくあるご質問

https://www.city.shibuya.tokyo.jp/kusei/shisaku/lgbt/partnership.html

必要書類の準備ができたら申請へ。パートナーシップ証明の発行・交付は

渋谷区役所住民戸籍課窓口 (渋谷区宇田川町1-1 区役所本庁舎３階 暮らしの手続きのフロア）

月～金曜日（祝日、年末年始を除く） 8時30分～17時

パートナーシップ証明の取得をご検討の方 区ホームページからダウンロード


